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農林水産環境政策提案会（第3回）

テーマ：環境に配慮した農林水産施策に対する消費者・生産者・ＮＰＯなどからの提案

日 時：平成１８年６月２９日（木）１３：３０～１６：００

場 所：岡山県農業共済会館 ６階大会議室（岡山県岡山市桑田町１－３０）

－プログラム－

開 会（13:30～13:35）

あいさつ 中国四国農政局長

第１部 農林水産環境政策への提案（13:35～14:50）

提案者（提案順）

窪内 勉 氏（農業者）

環境保全型農業に取り組んで（ＩＳＯ１４００１）

若村 国夫 氏（学識経験者）

灌漑用揚水技術への自然ｴﾈﾙｷﾞｰ利用促進と発展途上国への普及

奥森 隆夫 氏（ＮＰＯ）

リサイクル海藻類による肥料化事業の目的及び提案

保田 哲博 氏（ＮＰＯ）

環境に配慮した農林水産施策に対するＮＰＯ等からの提案

吉田 弘美 氏（消費者）

正しい情報と生きた取組（まずは正しく理解するために）

休 憩

第 部 パネルディスカッション（15:00～16:00）2
コーディネーター 岸田 芳朗（きしだ よしろう）氏

岡山大学大学院自然科学研究科・農学系 助教授

パネリスト

窪内 勉 氏 ＪＡ土佐れいほく 園芸部ＩＳＯ部会代表、米ナス部会長

若村 国夫 氏 岡山理科大学 理学部基礎理学科 教授

奥森 隆夫 氏 ＮＰＯ法人 未来守り（さきもり）ネットワーク理事長

保田 哲博 氏 ＮＰＯ法人 ＩＮＥ ＯＡＳＡ（い～ねおおあさ）理事長

吉田 弘美 氏 岡山県生活協同組合連合会理事・生活協同組合おかやまコープ理事

藤本 潔 氏 農林水産省 大臣官房環境政策課長

竹田 秀一 氏 農林水産省 中国四国農政局企画調整室長

閉 会
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農林水産環境政策に関する提案概要

窪内 勉（くぼうち つとむ）氏
（ＪＡ土佐れいほく 園芸部ISO部会代表、米ナス部会長）

環境保全型農業に取り組んで（ＩＳＯ１４００１）

【提案内容】

１．嶺北地域（大豊町、本山町、土佐町、大川村、旧本川村（現いの町 ）は、四国中央）

部の吉野川源流域にあり、四国の水瓶「早明浦ダム」を擁している。また、吉野川は、

四国の屋根である石鎚山系に源を発しており、当地域は、その支流の谷川を流れる清流

を利用して水稲や野菜が栽培されています。

環境保全に対し比較的意識が高い地域であり、農業面でも平成１４年１１月に品質管

理システムの国際規格であるＩＳＯ１４００１認証を取得し、天敵の活用や物理的防除

の積極的な導入、また、生産資材や作物残さの適正処理などに取り組み 「れいほく八、

菜」としてブランド化を進めています。このように、安全安心な「れいほく八菜」の生

産に努めるとともに、県内外へ環境保全の取り組み等について出前授業などを行い、積

極的に消費地に向け産地情報の発信を行っています。

この取り組みは、生産者だけでできたものではなく、役場、農協、普及所など関係機

関の支援があったからこそここまで拡大できたものです。

今後は、環境保全の取り組みを農業だけでなく、地域住民全体の活動に展開していき

たいと考えています。また、農業面では、土着天敵をより活用するなど総合防除技術を

高め、環境に優しい農業の取り組みを更に強化していきたいと考えています。

そのためには、生産者の努力だけでは困難であり、試験場での研究とあわせ、総合防

除など先進的かつ高度な技術について現地で指導できる体制の強化をお願いします。

２．農地・水・環境保全向上対策

今から７年前、農業の持つ多面的機能に目が向けられ、中山間地域の農地に直接支払

いが実施されたことは、画期的なことでした。集落によっては、この制度を利用して集

落営農に向かったところもありますし、農地の荒廃に一定の歯止めもかかっています。

Ｈ１９年度からは、新たに農地・水・環境保全対策が本格的に実施されると聞いてい

ますが、この対策で検討されている主旨は、私たちが嶺北地域で取り組んでいる環境保

全型農業の内容とほぼ合致しているものと考えます。

ところが、この対象の支援対象として、いくつかの要件もあるように聞いています。

自分たちの取り組み内容をもって、スムーズに本対策を導入できましたら、私たちの環

境保全型農業の推進や農業外への波及などの取り組みも強化できるものと考えますの

で、できるだけ要件をつけないようにお願いしたいと思います。
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若村 国夫（わかむら くにお）氏

（岡山理科大学理学部基礎理学科 教授）

灌漑用揚水技術への自然エネルギー利用促進と発展途上国への普及

【提案理由】

わが国では田への揚水は長い間、水車と人力に頼ってきた。前者は流れのある傾斜地

の用水路で使用され、後者の装置は使用の簡便さから瀬戸内を始め全国の海岸や平野部

の流れの無い用水路で使用された。しかし、戦後、これらがモータやエンジン駆動の揚

水機に変わり、同時にエネルギーも自然利用から石油へと変わった。地球温暖化を考え

る時、これらをハイテクで復活し、灌漑農業国で使用する石油エネルギー消費量を軽減

したい。一台あたりの消費量は少ないが、世界規模で見るときその数は極めて多いと予

想される。

【方法】

流水に勢いのある用水路にはハイテク揚水水車を開発する。軽く堅牢な材料、水筒や

羽根の容易な取り外しなど、機械工学的工夫を盛り込む。近年の発電風車が伝統風車が

回らない程度の微風でも発電機を回すことが可能な様に、僅かな流れで回る水車を開発

する。

流れの無い用水路には風力を使用する。日本が風力が用いられなかったのは一定量の

風が定常的に吹かないからだが、定期的運転の必要の無い灌漑には、ハイテク技術でこ

れに耐える風水車が可能だ。提案者は現在、この風水車装置の試作を考えている。

【期待される成果】

この技術を灌漑農業国へ移転する事により、今後予想される中国やインド、東南アジ

アにおける農作業へのエネルギー消費量の増大を押さえる。わが国が手本を示すことに

より、欧米の技術一辺倒の思考からアジアの風土を生かす技術のすばらしさを認識して

もらう。多様な技術思考が環境問題軽減に重要なことの理解とわが国の炭酸ガス排出量

換算にも貢献できる。
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奥森 隆夫（おくもり たかお）氏

（ＮＰＯ法人未来守りネットワーク理事長）
さ き も

リサイクル海藻類による肥料化事業の目的及び提案

【提案の背景】

中海沿岸（安来～東出雲地区と大根島～江島にかけて）には緑藻類や紅藻類が大量に

風波等で浜辺に打ち上げられ時間の経過により悪臭を発したり、害虫等の産卵場になっ

ており、地域住民に大変な迷惑をかけている状況です。

ただ、中海の水質浄化（海水中の窒素・リン分・二酸化炭素・ヘドロの削減）におい

て海藻類は大きな役割を果たしているのは言うまでもありません。

ＮＰＯ法人未来守りネットワークはアマモ場復活のため、日々努力しており、アマモ

場復活後の２次的なアマモ（海藻類）の有効利用法を考えていました。

問題とされる緑藻類や紅藻類の有効な活用法としては、有機肥料として農業振興やそ

れに伴う作物のブランド化ができるのではと考えております。

海藻は昭和30年ごろまでは、八束地区、鳥取県西部、中部の一部で海藻肥料として活

用されてきましたが、海藻類の減少、農家の人手不足、化学肥料の普及などにより海藻

を肥料として使用しなくなりました。しかし、近年、一部の農業家により海藻肥料が見

直され、稲作や野菜等の栽培に実績を上げているところもあり、今後の取組み次第によ

り新たな農業振興に発展していく可能性が出てきました。

また、農林水産省も化学肥料による弊害に着目し、化学肥料の使用を見直す方針を全

面的に打ち出し、さらには有機肥料を使用する農家に対しては補助金の交付まで考えて

います。

このことから今後、農家や農業等に参入する企業においては、海藻類を肥料として使

用したブランド化した作物等が市場に出回ることとなり、地域振興にも繋がると言って

も過言ではないのです。

また、島根大学汽水域研究センターが中心となって進めている汽水域重点プロジェク

トのバックアップを受けながら中海周辺の環境問題に対してＮＰＯ法人、地域住民、大

学、行政と連携を取り積極的に取り組んでいく考えです。今回の問題でいろいろな意味

で大変重要なことだと思います。

中海では、中海八景・中海七珍を選出して全国へ発信する試みが進行しています。県

境を取り払い、官民一体で中海の再生と観光、全国に誇れるまちづくりに向けた事業が

検討され進行していますが、この中でインフラの未整備が取り上げられたのです。しか

し、この問題は時間をかけ整備していけば可能だと言えるのではないでしょうか。それ

より、そこに住む住民の皆さんの環境に対する取組みが最も重要であり、中海を訪れた

人たちが地域住民の人情の厚さや自然保護活動等に触れることが新しいまちづくりのス

タイルになると考えています。
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全国や世界に誇れる宍道湖・中海にしていくのはみんなの地道の努力と「夢」だと思

。 「 」うのです その第一歩として我々ＮＰＯ法人未来守りネットワークは 海藻リサイクル

を提唱いたします。

（事業の体制）

（ ）住民 漁業従事者含む

④⑥地域の連帯感
打ち上げられた海藻類の採取

⑥環境教育
国土交通省 企 業

⑤リサイクル
⑤中海の水浄化 海藻類引き取り

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 未 来 守 り ネ ッ ト ワ ー ク

①連携・研究 ③リサイクル

島根大学汽水域重点プロジェクト と新分野作り

②ブランド ②調査

作物作り 支援企業

の提案 ③新分野創出 (土地→ゴミ等の分別→乾
燥

→袋詰め→運搬)

農家・農業法人

④作物のブランド化

地 域 振 興

【未来守りネットワークと島根大学汽水域重点プロジェクトが中心となり】

① ＮＰＯと島根大学汽水域重点プロジェクトとで連携を図り、海藻類に重金属・窒

素・リン等がどの程度含まれているかを確認。

② 農業・農業法人に対して未来守りネットワークと島根大学汽水域重点プロジェク

トが連携して海藻肥料を使用してもらえるようピーアールを行う。その後は土壌

や作物の成育状況等の聞き取り調査を行う。

③ 大学と企業、ＮＰＯによる新分野の開発。

④ 作物・果実等のブランド化による農業振興及び地域振興（おらが町の自慢）

⑤ ＮＰＯ・大学・行政は中海の水質浄化、ヘドロの削減ができ、海藻類のリサイク

ルを行うことができる。

⑥ ＮＰＯ・大学・行政が住民に対して環境対策に積極的に取り組むことで、地域の

連帯感が生まれる。

【地域環境改善に係る効果】

ラムサール条約に登録された宍道湖・中海は今後世界に恥じないような汽水湖創りを

しなければなりません。水質浄化や浅瀬の整備など、人間と自然が一体感を持つことが

重要になってきたのですが、なかなか住民の皆さんには理解されにくい状況だと思いま
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す。

今後、中海では海藻類などが（自然条件によりますが 、本庄工区の開削に伴い大量）

発生すると考えています。

今回の海藻リサイクル事業は地域住民の皆さんの目に見え、肌で感じていただける事

業なのです。海藻肥料は一般家庭や学校、自治会などが取り組んでいる「花いっぱい運

動」や家庭でのガーデニング肥料として住民の身近なリサイクル肥料として定着できる

と思います。

中海をきれいな海にする海藻に対して認識を高めることができ、ラムサール条約の賢

明な有効利用の意味がて分かっていくのだと思いますし、昔の水辺の遊び場や自然観察

の場（環境教育）として重要な役目を果たしていくのです。
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保田 哲博（やすだ てつひろ）氏

（ＮＰＯ法人ＩＮＥ ＯＡＳＡ（い～ね！おおあさ）理事長）

環境に配慮した農林水産施策に対するNPO等からの提案

① 菜の花から資源循環型社会を目指そうと、ちょうど6年前に活動が始まりました。な

ぜ 「民間でやりはじめたのか」ふるさとの将来、今のままでは町が死んでしまうのでは、

ないだろうか？私たちを育ててくれた町、未来の子どもたちを育ててくれる町を残してい

くには。今の大人社会が何をすべきか、行政まかせでは何もできない。行政に提案しても

「すぐに予算がない」と聞く耳も持たない。これでは、町おこしはできない。町おこしを

するためには、住民（子どもから元気なお年寄り）が全員参加できるものでなくては、だ

めだと思った。私も、商工会などの役員、また視察などをおこなった中からそう思うよう

になっていた。現在、世界的エネルギー問題は大変な状況になっている中で菜の花プロジ

ェクトに出会い、休耕田また農村の耕地を菜の花油田にしようと提案し今も細々と前進し

ている。

② 菜の花プロジェクト

現在農村では、高齢化で農業の担い手が不足しています。いかに手間のかからない作物

で農地の荒廃を防ぎ、肥え良くな土地（食料不足など）にしておくかを考えていかなけれ

ばならない。刈取、搾油、ナタネ油の販売、廃食油回収、BDF化、BDFについては硫黄酸化

物を出さない、窒素酸化物、二酸化炭素、黒鉛の排出が少ない燃料で農耕車を動かす。少

しでもCO2削減に住民一人ひとりができるのではないだろうか。この菜の花プロジェクト

を進めていくには、皆が汗をかき知恵を出して、思いやりの心を持つことが大切です。

③ 資源循環型社会

資源循環型社会を形成していくためには、

・ 今の世の中｢自分さえよければ良い｣という考え方？

・ 昔経験した「家族の絆、地域の絆」と「感謝の心」が希薄化

・ アリとキリギリスに学べ

・ 出来ることから行動に移す。

目先の欲だけでなく孫子が安心して暮らせる地域へ

との思いから、実践できることから活動を行ってきています。今年３月に見直し決定され

た「バイオマス・ニッポン総合戦略」を見ると、資源作物の生産に対する環境の整備を検

討していくとされているが、検討を進める上で、机上での検討だけではなく、現場からい

ろんな声を聞くことが重要ではないでしょうか。是非そのような政策づくりをしていただ

きたい。また、現実に活動を行っているところに温かい支援してもらえるような政策の展

開をお願いしたい。

また、これまで展開してきた施策は、短期間で変更になる場合が多いと思われる。中長

期的な視点を持った施策の展開をお願いしたい。
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吉田 弘美（よしだ ひろみ）氏

岡山県生活協同組合連合会 理事

生活協同組合おかやまコープ 理事

正しい情報と生きた取組（まずは正しく理解するために）

【提案内容】

今 「食育」ということがとても重要視されてきているが、どう食べるか、何を食べ、

るかということが、中心の取り組み傾向にあるように感じる。食物は水から土から生ま

。 、 、 。れる 土を食べる 水を食べる と考えるともう少し広く取り組むことが大切と考える

そういったことが意識できるような環境と食がリンクしたような企画、体験（農業、林

業、水産業 、生産者と交流できる場を学校や地域レベルでもっと増やしてほしい（情）

）。 、 、 、報を得るとしても紙ベースでは限界がある そこで 生産の現場を見て やってみる

苦労や努力を実感する。消費者のニーズやウォンツを探る。そうすることで、お互いよ

り深く理解し考え行動できるのではないかと思う。信頼関係を強くし、好きになること

は地産地消につながる大切なこと。ただし、理解は生活レベルの中、そうでないと継続

するのが難しいと思う。
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第2部 パネルディスカッション議事録

岸田氏：

最近、農水省は市民の皆様の声を積極的にくみ上げながらこういった政策提案をしており、社会的

にも高く評価され初めています。今日会場に参加されている市民の皆様を始めとする社会が農水省を

動かした、動かし始めている、そういった市民運動の成果が今日の会に現れていると感じています。

今日のパネルディスカッションでは５人の方から、それぞれのこれまでの活動を通じてのご意見を

提案して頂きました。例えば窪内さんは、地域の生産者を組織化しながら、その中で、かつ、消費者

に向けての情報発信をし、非常に生産者の不得意なところであるＪＡや行政との連携を図ってきまし

た。今後は周辺地域とのつながりをさらに求めていきたいと言われていましたし、それからまた生産

者の限界、要するに環境保全型農業を進める上で、生産者の限界も感じているということで、試験研

究機関からの支援要請といったお言葉も出ていましたし、政策に対しても厳しくというよりも、もっ

と緩やかさを求めるような提案もなされたと思います。

それから、研究者の立場から、農業におけるハード面の提案をされた若村さんですけれども、自然

と人間を非常に関係づける日本的な発想の中で、しかも中四国地域における水車の歴史に着目しまし

て、新しい水車の提案ということで、今後は子供達に見せることによって、環境教育とかですね、ア

ジアへの技術戦略、そういう非常に具体的なご提案を頂いたと思います。

それから、奥森さんです。私、非常に頭に残った言葉として、企業人として地域のために何ができ

るのか。これはすごいことだなと思いました。しかも、中海、死の海という表現をされておりました

が、その原因となっている海草類の有効活用ということで、民間の力をフルに発揮しながら具体的に

取り組んでおられる。その中で行政との色々な難しさも、はっきりは申し上げておられませんでした

が、そういったものも少しずつ解消していきたい、といった旨の提案もされたと思います。

それから保田さんですね。広島県の北海道という言葉を使われましたが、６年もの長きにわたって

自発的にふるさとの将来を思い、それから子供達の未来を思い、自分たちの生まれ育った町で、全員

参加型で地域エネルギーを確保しようとするこれまでの歩み。結果として、それが行政を揺り動かし

た、そういった自分たちの具体的な動きと、政策提案としては、現場の声を聞いて欲しい、あるいは

もう少し耳を傾けて欲しいということ。それから、 としては当然のことでしょうけれども、支援NPO

の期間をもう少し長くして欲しい、ことなどを提案されたと思います。

それから最後、吉田さんのほうからは、消費者の立場、吉田さんの言葉を借りれば「私は生活のや

り繰りをする専門家である」と、そういう方からの具体的な取組姿勢。それから、食育というのは食

べ物だけでなく、環境と食を連動させたものである、そういう見方を提案されました。それから生活

者の目線で環境保全型農業を支援するための地域とのつながりを持ちたいと、そういったことを可能

にするような政策が必要であるというお話しもありました。さらに、非常に記憶に残った言葉ですけ

れども、環境に対する語り部の存在と役割についても提案して頂きました。

今日は約１時間ということで、皆さんが活発に意見を出して頂ければ、時間延長してもいいという

ことです。最初に、これまで、パネラーの方達が取り組んでこられて、いろんな問題があったと思い

ます。それをどのように解決してこられたか、あるいは地域をどのように巻き込んできたか、その辺

のご苦労を、いやそんな苦労じゃなかった、というような補足説明を３分間でお願いしたいと思いま
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す。それから本省のほうから藤本課長、それから農政局の竹田室長が来られておりますので、今日、

パネラーからご報告頂いたことに対して、コメントを頂きたいと思います。

そのコメントを頂いた後に、報告者の間でブランド化、ブランドという共通項がありましたが、農

産物をブランド化するため、あるいは環境保全型農業を進めるための仕組み作り、それからブランド

化を進める上で行政に期待したいこと、あるいはこういうことをお願いしたいというようなことがあ

れば、発言をお願いします。

その発言が終わってから、今日は皆さん折角多数お出で頂きましたので、会場の皆様方から、私も

こうして欲しい、あるいはパネラーの方に質問等があれば、それをお受けしたいと思います。

最後に、パネラーの皆さん、益々パワーアップして地域で頑張っていかれると思いますが、今後の

環境保全型農業に対する取組、あるいはそれを支援されようとする熱き思いをもう一度まとめて語っ

て頂き、こーディネーターがまとめて、パネルディスカッションを閉会にしたいと思います。それで

は最初に今日も朝４時から出かけられた窪内さんから、地域をまとめるための苦労とか、あるいは取

り組みを浸透させるためにこうあらねばならないというのは農民にとって非常に反発が強かったと思

いますが、先程私がお話ししたことも踏まえてお話し下さい。

窪内氏：

よろしくお願いします。環境保全型、特に自分たちの組織はＩＳＯというくくりでやっています。

まず始めるに当たり、高知県が打ち出したＩＳＯチェーン構想というのがあります。生産から流通ま

でＩＳＯで繋げようという、循環型社会を作るということで、Ｈ１１年度からスタートしています。

それで私達に話しが来たのはＨ１３年度でした。

自分が環境責任者に、という矢が立ったきっかけは、自分のハウスは自慢できるぐらいすごくきれ

いなんです。ゴミ一つ最初の頃はありません。しかし、作業が重なっていくうちに、特に収穫の最盛

期になると、どうしても収穫が主になってなかなか整理整頓ができない、というのが現状です。しか

し、ちょっとしたことに気をつけてやることによって、皆のハウスがだんだんきれいになってきまし

た。やっぱり自分の庭先に塵が落ちていて拾わない方はないと思います。そういう考えで行ってきま

した。

自分たちの組織は最初２１０数名から始まりましたけれども、なかなか理解できませんでした。ま

して高齢者がかなり多く、どうすれば皆が抵抗なくこれに参加できるか、普及員さんと一緒に動きま

した。まず、地域のリーダー的な人に環境保全型農業を理解してもらいました。もう一つは、女性を

核と位置づけました。農家の奥さん、おばちゃんにこういうことを自分らはしようじゃないか、とい

うことで進めました。その結果、関わった女性が自分の旦那さんをくどき、それが今現在に至って成

功し、地域がまとまったのではないかと思います。

しかし、これをやっていく上でいろんな壁にぶつかっています。何かといいますと、やはり環境保

全型農業をすることによって収量がとれない、という声も聞かれます。しかし行く先は食の安心・安

全です。僕個人としては安心・安全というのは当たり前のことであまり口には出しませんが、やはり

消費者さんに安心・安全といってもどこが安心・安全なのか、というのがボケてしまうわけですね。

そのためにはどうしたらいいか。今後の課題にもなろうかと思いますが、やはり消費者との交流、そ

れと自分たちが消費者さんのところに出て、先程も生協の理事の方もおっしゃったように、やはり販
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促に行ったときに、ただ関係者だけが売るのでなくて、農家が一緒に出て自分たちの思いを繋げて、

ちょっとの会話の中でお客様の信頼を得る、というような方法を、今ここ３年ぐらい販促に行ってい

るわけですが、それが大事ではないかと思っています。

今となればその苦労も全然のように思いますが、やはり数百名の組織をまとめるというのは、すご

く苦労しています。その中で一番苦労した点は、先程言った点と、もう一つ、ＩＳＯの組織をやって

いく上で、最終的に日々の作業日報をつけなければなりません。その回収ですね。どうしても嶺北５

か町村になると、審査の前にある程度のＩＳＯにのっとった書類を仕上げねばなりません。そのため

に必要な農家の作業日誌、特に防除日誌に今もすごく苦労しています。書いたもの、自分のところで

行ったものが初めて一カ所に集まり、再審査を受けるための書類づくりをするのですが、どうしても

時間がかかる。それが自分たちがこれから気をつけてやらないといけないことだ、と思います。しか

し、これをやっていく以上、トレーサビリティーは当然しっかりやっています。

それと今度の農薬の問題、５月 日から導入されたポジティブリスト制度によって、隣人との人間29

関係、特に違う作物を栽培しているとき、作物が接していますと、使用する農薬によって、犬猿の仲

では問題になる可能性があります。やはり皆さんが日々やっている行動の中で、いかに隣人との接し

方が大事か、と思っています。それをすることによって、残留基準 という問題もまずクリア0.01ppm

できるのではないかと思っています。

岸田氏：

どうもありがとうございました。続きまして、若村さんお願いします。

若村氏：

私は直接自分が農業の仕事をしてではないんですが、皆さんのお手元の要旨集でＰ に今日提案し15

ております風水車の図を示しました。日本の伝統的な水揚げ装置に欧米型の風車を組み合わせると弱

、 。い力でも揚水器が回るということで 伝統的な水揚げのスタイルが非常に有用だと云いたいわけです

このことが、伝統に注目し始めた理由です。

”干鰯今日のお話しの鰯、昔は”干鰯（ほしか ”と言っていましたが、幕末から明治頃にかけて「）

」農業の肥料として盛んに使われていたわけですが、そういう伝統をもう一度やろうとすると、”が

やり方が分からない、という時代になっているわけです。これは今、団塊の世代の方達が退職し、昭

和の手作業の技術が失われようとしているのと同じように、農業についてもおそらくそういうことが

もう起きているのではないかと思います。

今の若い人に伝統的な考え方でやりなさいといっても、何が伝統かが分か「 」ら「 」ないっても え

と思うんですね。風力発電というのがどこから出てきたかというのを調べてみますと、伝統的に風車

を使っていた北欧辺りから出ているわけです。やはり伝統というのは無視できない。そして特に環境

問題というのは伝統 「 」従来のもの(風土)を活かしてきたのが伝統ですので、環、 伝統ということは、

境問題を考える上で、伝統というのは非常に重要であるのではないだろうか。この風土の中から出て

くる技術的なもの、技能ですね、ものを作るとか使うとか、例えば「 」中国そういうときに、私達が、

がありますが、わけですから、そういうくれば非常に四国地域で一番使われていた揚水用水車とか「

」 、いいわけですけれども これからそういうことまで含めて、 を伝えていく必要性があるのではないか
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というようなことを、水車の調査をしながら強く感じた訳です「 。じました」

中国や韓国に行きますと、野外民俗博物館のようなものがかなりあって、当時の生活スタイルがど

うだったかが分かるような場所がいろいろありますが、日本ではまったくと言っていいほどないわけ

。 、です 伝統的技術や方法が後世の人にわかるような場を農業技術などについても考えていただけると

教育に携わっているものとしてはうれしい思いです。今、愛国心云々ということが出ていますけれど

も、伝統技術や技能まで含めて、風土を愛せる方向に行くことが必要ではないか。親しむ人がいない

ところで活性化というのはあり得ませんから、若い人に親しんでもらう場のあることが重要で、特に

そういう伝統を活かして物が作れないかな、と考えました。

岸田氏：

ありがとうございました。続きまして奥森さんお願い致します。

奥森氏：

、 、 、 、私ども 非常に苦労していることということですが まず ＮＰＯとは何ぞや？というところから

企業を集めたときに、お金儲けするんか？と、いやそうじゃないよと。君達も地域で儲けてきたんだ

から、逆に今度は返す時期ではないかと。それを呼びかけて、できるまでに１年以上かかって、よう

やく 名の理事を集めてできたＮＰＯです。10

宍道湖、中海というのは、資料のＰ を見て頂けたらと思うんですが、先生の地図で、ここにちょ15

こっと湖があるんですよ、宍道湖という。ここが、入口が境港と言いまして、ほんの200ｍ～500ｍ幅

ぐらいの海峡が6ｋｍくらい続いていて、それが中海に入っていって、そこの上流に宍道湖がある。宍

。 。道湖・中海がラムサール条約に登録されました 農業・漁業振興のために何かをしなくちゃいけない

特に境港というのは水産が盛んで、今私が住んでいるところですが、実は過去には漁獲高で日本一に

なりました。ところが今非常に疲弊しているのです。魚が捕れない。水産庁とその出先機関の方とも

色々と話をするんですけれども 「奥森さん、このままではだめよ、捕るばっかりではだめよ」と。い、

やまてよ、と。本当に何が必要なのかと。

、 、 。中海 宍道湖を含めたもので考えていくと 非常に行政との関わりがすごくあるところなんですね

、 、 、 、 、干拓に伴うものは農水 河川 汽水湖といいながら河川で 斐伊川水系になっちゃうんですが これ

国土交通省さん。それから今回は何か知りませんが環境省さんというのが出てきまして、水鳥公園と

いうのがあるんですが、ここの管理は環境省。 またもっと難しいのが干拓が中止になったので漁業

権が復活したと。ということになると、漁業関係者がいらっしゃるんですよ。これこそ漁業権という

ものが復活する可能性が十分にありまして。鳥取、島根に県が分かれています。その中には市町村が

。 、 、５つぐらいあるわけですね それを一つ一つお話を聞いたり 自分達の行動をどのようにしていくか

ということから始まったわけです。これが３年の中で１年半はこれに費やしました。漁業者が一番ネ

ック。行政はある所では、民間団体がやるんだからやって下さいよ、と。どこまでやれるか分からな

いけれどやりなさい、と最初はそうでした。僕らは自分たちでお金を集め、地域の子供達を使い、漁

業関係者には日夜参内しました。こういうことをやるから、水もきれいになるんだけど、副産物とし

て魚の稚魚の育成場もできる。先日、アマモの中を網で引いたんです。たまたまなんですが小さいイ

カが何匹か、それからゴズが、こちらでは何というか分かりませんが、スズキとかそういう魚が８種
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類か９種類、とにかくかなり捕れたんですね。そういうところから漁業関係者にも色々話しをしたと

ころ、サルボウ貝というのをみなさんご存じだと。赤貝ですね。実は赤貝は中海が昭和 年代日本一20

だったんですね。赤貝幼貝はアマモにひっつくんです。アマモは別名モガイと名が付いてまして、ア

、マモを復活させることが赤貝の復活に繋がることができることを漁業関係者に説明し理解してもらい

今現在、中海漁協さんと境港漁協さん、八束漁協さん、外江漁協と色々地域はあるんですが、そちら

と全員話しをしまして、何とか協力する、というところまでこぎ付けたんです。

今現在は、いろんな形で行政の方と話しをするんですが、非常に難しいのは、行政の中にもきっち

りとした見えない線があるということですね。その中で我々が今非常に苦労している。浅場を作るの

にも、国土交通省なのか農水なのかと、それも訳の分からない協議して、といった話が出てきていま

す。

今後進めるのは、住民が作りたい、我々が作っていかなければならない。今までのような行政任せ

ではなくて、本当に自分たちの町を大事にするんであれば、子供達をここに住まわせる、そして新た

な産業、大きな産業ではなく小さい産業を興し、そしてその中で町おこしをしていく、ということが

私らに与えられた使命なのかな、という具合に考えて今やっております。

ただ、行政は、しがらみを外していただく、もっとＮＰＯと話して頂く、経済団体と話しをしてこ

の街をこういうようにしていこうというビジョンづくりを、行政さんが中心になってあるところやっ

て頂きたい。お金の問題じゃないですよね。企業も民間の団体もお金を出して地域を作っていくこと

はやっぱり大事だと思います。いろんな問題がありますけれど、私を語らせればもうちょっと話すん

ですが、時間がないのでこの辺で終わらせて頂きます。

岸田氏：

ありがとうございました。続きまして保田さんお願いします。

保田氏：

今、奥森さんが言うちゃったようにね、ＮＰＯいうのは大変よ。ワシもこれやるのにの、大体この

指集れというのは銭もうけをしよるけん集れ言うじゃない。でもワシみたいに 「これは銭もうけには、

ならんがこの指集らんかい」言うたんよ。そしたらえっと若いもんが集ってきた。

それと私はこの活動をしながら、エネルギーの町にしたいと思いよるんよ。エネルギーの話をする

ことによって、若者に夢を語れるんですよ。私もよう農家へ行って昼ご飯や夕飯呼ばれたりするのに

ね、子供がおる前で「まあ国のやつはようけ減反してきやがって、米はごうぎたたきやがって」子供

の前でしちゃあいけん。子供の前ではやっぱりしっかりした夢、これが語れるような地域にならにゃ

ええことにならんで、というのが私の考えなんです。私はこのバイオマスエネルギーで町おこし、こ

ういう進め方をすることによって、次から次と夢が出てくるわけです。いろんな夢物語をしよる。実

際に行動をしよるわけです。大学の先生、いろんな大学から来てもらいます。それと今ね、ようやく

産業界から新しい動き、これが生まれてくるんです。こういうことを、子供達に環境教育、体験学習

を通じて、おじさんの夢はこうなんじゃ言うて、学校行っても楽しいんよ。学校に行っても、過疎化

いうのは大変なもんです。あんたらわずかな人数、男の子には外から嫁さんもらえよ、娘の子は家を

出るんじゃないで、外から婿さんもらえ、と話している。
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今、私達が子供達に田植えをさせるということは、私は今年初めて子供と体験するのに、 年先の10

農業の担い手なんですよ。これを一つずつ重ねていかにゃ、にわかにできゃーせん。やってその姿を

地域の住民の人が見る。この間も田植えしよったらね、笑い声なんですよ。作業の苦しさじゃないん

ですよ。そのみんなの笑顔、笑い声、周りの人がそれなりに見て 「なんと、保田んとこの田植えはに、

ぎやかな田植えよのう。今度はワシも参加しよう 、とそうして結局地域の絆づくり、これやりたいと」

思ってます。

私の最初の絆づくりは、天ぷら油の回収からなんですよ。私もこれ最初に始めた時に天ぷら油どが

しよってんじゃろうかと思って 「かーさんやねーさんよ、あんた台所で生ごみを捨てるときに何が一、

番困るかい 、とリサーチしたところ 「あんた大きい声で言いさんなよ、わしゃ朝早く起きて川へ流」 、

すんよ 。土に埋めるんや燃やすの。こりゃ都会の人、わしゃ下水に流すんよ、それからテンプルで固」

めて出す。わずかできることからのいろんな提案をして、それで自分の絆づくり。それといわゆる地

域エネルギー。天ぷら油で車を動かそう 「おい、こんなん燃料があるけーのう。今のうちから使っと。

いたほうがいいで 。私が天ぷら油をＢＤＦ化し、大朝では 円しよった。 円で買うてもろうても」 68 80

合わんのよ。そのときに教えてもらったんが、必ず軽油は 円から 円になるときが来ると。現110 120

実に来ました 「おまえはよう見とったの。高こうなったじゃないか 、と。今頃はね 「おい、天ぷら。 」 、

油の燃料くれ 、段々段々ファンが増えよる。そうすると、そういうファンが増えるとね、天ぷら油を」

、 。 、 、ゴミじゃなし 資源としてしっかりと見てもらえるようになる それが地域地域で 辻説法しながら

人と人との環づくりへと努めていきよるです。

行政もほんまありがたいことに、この度、地域新エネルギービジョン、これは経済産業省の、それ

からバイオマスタウン、これは農水のほうへお願いしたと思う。どんな進捗状況かは知らんよ。住民

がいかに知恵を出していかないけんか。それと、今も行政行政ってよう言うてです 「あんたら行政を。

大いに頼りにしんさんな。やりたいなら自ら起こそうよ 、いうようなことを私らしきりにそう言うと」

ります。いかに地域の絆が大事か。

今、新しい提案をまもなく非農家の人に、菜の花プロジェクトの参加、ここを、新しい提案をさし

てもろうて、どういう反応があるか見さしてもらおうと思いよります。いろいろありますが、話しが

長ごうなりますので。

岸田氏：

ありがとうございました。続いて吉田さんお願いします。

吉田氏：

地域をどのように巻き込むか、ということだったんですけれども、あまりハデなことではないんで

すが、まずはどうして今そういうことをしないといけないのかとか、今どういう状況になっているの

か、ということを丁寧に伝えることから始めています。でないと、単発のただの企画になってしまう

ので、継続をするということがとても大切だと思っていますので、そういったところを少し大切にし

ています。それから、マニア的な人がやることではなくて、普段、私達が普通に考えられるようなこ

と、ということであると。身近なことであったり、ちょっとハードルを下げてみる、楽しくできる、

というようなことを心がけています。そうすることで、いろんな層の方が参加をして頂けるようにな
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ってきていると思います。

それから生協の組合員さんだけ、ということではないと思うんですね。環境のこととなると、地球

規模の話しになりますので。もちろん組合員さんをどう巻き込むかということも、もちろん大事なん

ですけれども、行政とか学校とかに割と飛び込んでいきまして、知ってる先生だったり、知らなくて

も行政に飛び込んでいきまして、ともにやれることはないですか、ということを話しをする中で、市

民レベルで取り組むようなことも、今は頑張ってやっているところです。

岸田氏：

ありがとうございました。今それぞれのパネリストの方達が、今後への夢ですとか、保田さんのよ

うに子供の前でしっかりと夢を語る、というお話とかありました。ここで、農水省の本省の藤本さん

に、まず最初に政策提案に対するコメント、あるいは今お話しして下さったそれぞれの取組について

でもよろしいですが、ご意見をお願いします。

藤本課長：

。 。今日は皆さんどうもありがとうございました 今日お集まりの方もどうもありがとうございました

私達も皆さんから頂いたご意見を、これからどう政策に盛り込んでいくのか、どう活かしていくのか

について、また、日々の自分たちの仕事の中で、勉強してみたいな、と思っているところであります

けれども。特に今日は、中国四国地域の中で、いろんな分野の方にお話しを頂いて、地域振興という

観点から、今どういう課題があって、どう考えているのか、ということを少しお話しいただいた、と

いう風に思っています。そのなかで、ご提案に一つ一つ、これはこれ、こういう風にできますとかで

きませんとか、そんなこと言ってみてもしょうがないですので、今日いくつかお話しの中でご示唆が

あったのではないか、ということで、少しコメントさせて頂ければと思うわけです。

まず一つ目に、皆さん異口同音にお話しになっておられましたのは、地域での人づくり、といいま

すかリーダーをどういう風に作っていくか。それから、子供達にこれをどう伝えていくのか、まあこ

れは大きな意味での人づくりになるんではないかと思うんですが、これは一つの大きな課題ではない

か、と受け取っております。例えば保田さんの夢を子供達にどう語るのか、これは語れる人物をどう

やって育成していくのか、ということにもつながるんでありましょうし、それから、窪内さんの地域

のリーダーに理解を頂く、というのもこれにつながっているのではないか、という風に思っておりま

す。これはすごく大事な分野ではないか、という風に思いまして、食育にしても、みんな今教育が大

事、教育が大事というんで、あちこちで、子供達にどう伝えていくかということが、実はいま霞ヶ関

で大流行なんですけれども、我々農業、農林水産業をやる者として、やっぱり地元に根付いていない

という話しは、全然意味のないふわふわした話しではだめだと思います。地元の中で地域のことをよ

く知って頂けるようなリーダーの方であり、それから子供達である、というようなことを少し考えて

みたらどうなのかなという風に思わされた、ということであろうかと思います。

それから次にサジェスチョンを頂いたことですが、これは言い古されたことではないかなと思いま

すが、異分野といいますか、横の連携が極めて重要になっているんだぞ、ということを、行政もよく

認識して頂きたい、といういうなことではなかったかと思います。自戒の思いも込めて申し上げたい

と思います。特に今、保田さんから経産省と農水省の補助のお話しもありましたが、僕は実はバイオ
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マスの話しが今結構ライフワークになってきておりまして、続けてやってきておりまして、この分野

では経産省、環境省、国交省、総務省、内閣官房等色々とお手伝いをされたり、させて頂いたりとい

う風にして、横の連携がきわめて密接になってきています。こういう分野というのは、特に地球温暖

化とか、こういう環境の分野では非常に目立っておりまして、こういったことをこれからも進めてい

かなければいけないんではないかな、という風に思いました。奥森さんからも、湖が河川になってい

て国土省が管轄しているという話し、それはおっしゃるとおりなんですけれども、国土省、環境省と

いうお話しがございましたが、これも同じようなことだろうと思いますし。これは、役所の縦割りと

いうだけでなく、吉田さんからもございましたように、消費者と生産者という意味でのお互いに目線

を変えての連携を考えていくということは、これからの環境政策ということを考えていく上で重要な

のかなと思ったわけでございます。

そして、３つ目と言ったらなんなんですけれども、多分皆さん、ここにおいでになっておられる方

々も、昔に戻るということはできないのではないかと。これだけ便利な生活になった中で、今日は伝

統という話がちょっと出ましたけれども、便利な生活を昔に単に戻せというのは難しい。そこで昔の

伝統を勉強しながら、新しい技術を使って、それを地域やその地元の人の密着した中で、それをどう

活かしていくのかを、少しこれから私は考えてみたいと思っています。特に環境という分野、地球温

暖化といった中で、日本は非常に苦しんでいるわけですが、それは今まで苦しんできている、技術開

発をしてきているという中で、日本は極めてよく進んでいる国ではないかという風に思っていますの

で、必ず一つの課題を解決できるだけの力は持っている、という風に思います。ですから、今のいろ

んな課題、それも地域に密着した課題をどうやって解決していくかということを、政策の中でどう取

り入れていくのか、やり方というのがあると思いますが、そういった面で少し皆さんのおっしゃった

ことを考えてみたいな、と思っているところであります。取りあえずはこんなところで。

岸田氏：

ありがとうございました。続きまして、中四国農政局の竹田室長お願いします。

竹田室長：

中国四国農政局の竹田でございます。皆さんからお話を聞いていて思いましたのは、日本の固定的

な観念として、公と私というのがあると思います。同じようにパラレルになっているものとして、官

、 、 、 、 、といいますか 行政と民間というのがありまして 日本の考え方としますと 公が行政 官の仕事で

、 、私は民間がある意味勝手にやるんだと 非常に同じような概念として使われてきたわけですけれども

実はそうではなくて、公、パブリックのところを民間の方々が担うということは決しておかしいこと

でもないし、世界を見れば普通にあることであります。そういう意味で環境の問題に取り組むという

のは、ある意味でパブリックな性質であるのですけれども、普通に民間の方が取り組んでいくという

ことで、非常に意志のある、志のある民間の方々、ここにいらっしゃる方々がこれまで先進的に取り

組んできている、ということでございます。そういう意味で、非常に環境という点で、農業に関わり

があるということで、我々が皆さんのご意見をこういう風にお伺いする機会を設けているわけでござ

。 、 、 、 、います そこで じゃあ行政が何をするのか お話しがまた一つあるんですけれども 非常に最近は

国、県、市町村とも使えるリソースが限られてきています。従いまして、どんなことにでもいろんな
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形で支援をするというのが難しくなっているというのは、ある意味で寂しい現実ではあります。そう

いう意味で、選択的に皆様の活動をご支援せざるを得ないという部分は確かにあるということであり

ます。その辺はご理解を頂ければと思います。そういう意味で、官と行政と民間の皆様が一緒になっ

てやっていかなければいけないということに、今なっているということであります。

それからもう一点、実は行政というのは、万能ではありませんで、それは情報という意味でも同じ

でございます。先程、高知県のＩＳＯの話しがありましたけれども、実は私、数年前は隣におります

藤本と同じ部屋で仕事をしておりまして、あるとき国会の質問で、高知県のＪＡはＩＳＯに取り組ん

でいる、これを全国の農協でやらせろ、というご質問がありまして、農林省の中には農協の総元締め

、 、「 、 」 。みたいな課があるわけでございますけれども そこに行きますと そんなこと うちは知らない と

行政は何でも把握しているわけでもございませんので、そういう意味では皆様の活動が行政を刺激を

すると、皆様の活動が行政を動かすということは大いにありますし、むしろそういう形で施策になっ

ていくというのは非常に多いわけであります。先進的な皆様の優れた取組を見習って、そういったも

のを全国に広げていくべきだと。そういう意味で、施策になっていく、取り上げられていくものも非

常に多いわけでありますので、皆様もそういったことを是非心にとめておきながら、行政の足りない

部分について、一生懸命声をかけて頂ければと思います。それを受けて、先程藤本が申しましたけれ

ども、我々が仕事の中でどう実現を図っていくのかというところは、意を用いて、できる限りのこと

はやっていくのだと思っておりますので、また皆様の有益なご意見、ご提案を頂きたいという風に思

っております。以上でございます。

岸田氏：

ありがとうございました。会場の皆様、今、農水省のお二人からコメントを頂きましたけれども、

どうやらパネリストの皆さんのこれまでの取組、あるいは政策提案が、お二方の所に響いたのではな

いかと思います。

ここで次に、皆さん、環境保全型農業、あるいはそれを支えるハード面の提案をしていただきまし

た。今後、環境を保全するために、あるいは生産、あるいは支援するために、報告の中でブランド化

ということが出てきましたけれども、今後さらに皆さんの仕組みづくりを進めるために、あるいはブ

ランド化を進めるために、行政の皆さんに期待することを簡潔にお話しいただければと思います。

窪内氏：

ブランド化ということですが、自分たちの園芸部というのは、高知県でもごく最近に生まれた産地

で、規模も小さく、まだ高知県全体の数％にしかなりません。そこで生き抜く為の手段として、ブラ

ンド化というのが生まれてきています。ブランド化した以上、これを前向きに持っていくためには、

やはり自分たちの取組のアピールをして、いかにファンづくりをしていくか、ということが大事では

ないかと思っています。

まず一つの例として、自分たちの県は、県内における消費ではなく、また、各単協で動いているわ

けではなくて、高知県全体が物流を動かしてます。そのためには関東の市場、名古屋市場、京阪神の

市場、北九州、それから岡山市場さんとか、そこの中で、市場さんを相手に自分たちのものが流れて

いる。それから仲買がいて、各スーパーのバイヤーさんがいて、皆様のお手元に届いていくというシ
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ステムなんです。そのためにはどうしても、先程、何度も触れましたが、自分達の作ったものがどう

いう方向性で作られているかが大切です。一つ例をあげてみますと、今現在、自分たちの今年の目標

、 。 、にしている土着天敵の利用をより充実してやっていく といういうことで取り組んでいます 例えば

天敵の中にクロヒョウタンカスミカメムシというカメムシがいますが、それが冬場、平場、要するに

促成の地区で、今年はかなり定着しています。これを私達の夏秋の組に越夏させるわけです。そうい

う取組を今年進めてます。

天敵農法で、ホルモン剤はほとんど使わないという、そういう環境に配慮した取組をこそ、これか

らアピールしていく。そのためには行政に動いてもらうのも大事ですけれども、それよりも現場の自

分たちがいかに忙しい中、動いていくかが今の課題ではないでしょうか。ぜひ皆様方には今後ともご

協力のほど、よろしくお願いしたいと思います。

岸田氏：

ありがとうございました。研究者の立場から、若村さんお願いします。

若村氏：

私の提案はまだ研究段階で、実現できるかどうか分からないんですが、この後、試作や試運転をや

っていくことになるかと思います。そういうときに、例えば行政はそういう活動に対してお金は出さ

なかったとしても、何か協賛といった形での協力をして頂けると助かります。例えば、実際に現場で

試験するときの、水田の借用や製品化への橋渡しなどで大きな協力になると思います。実際に利益が

上がれば、企業が入ってくると思いますが、そのときまでの呼び水の役割を行政にいろいろな形で考

えていただけたらと思います。

岸田氏：

どうもありがとうございました。続きまして、奥森さん。

奥森氏：

大きい意味では行政のほうの方にはいろいろあることはあります。地産地消というんですかね、本

当に地域でいいものを作って、地域で出していくということがとても大事だと思うんですね。鳥取県

の境港はゲゲゲの鬼太郎で年間１００万人ぐらい来るんですよ。ところがカニを食べさせるところが

ない。逆に言うならですね、本当に無農薬で作っている野菜ですよと、これを全国に対してＰＲして

いくと。そういうものが農家の考え方一つによって違うんじゃないかと。

それと消費者の考えは、それなりのスタイルを地域がとっていく。地域といいますか行政といいま

すか、特に市とか県とかいうのはもうちょっと何か提案したほうがいいんじゃないかと。お金がかか

るわけじゃないんですよね。結局、物を持ってこい、会場を貸してやるからおまえのところでやれ、

ということですから、お金がそんなにかかるわけじゃない。そういう考えのほうがいいんじゃないか

と。町づくりには、直接行政、行政と、今、パブリックの件がありましたけれども、そういう考えで

おったら大変な間違いではないかと思います。

それとですね、あとは国のほうに何をやって欲しいかといいますと、やっぱり担い手の育成。これ
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を全面的に作っていって頂きたい。今失業率が ％になっています、約 万人ぐらいですかね。4.9 300

仮に 万人の半分でもいいんじゃないですかね。 万人が山間部に来て本当に農業でもやろうか、300 150

というような地域づくりができたら、もっと活性化して日本が元気になるんじゃないかと。その役目

が農水さんであり、そういう国の機関じゃないかな、というように考えています。以上です。

岸田氏：

ありがとうございます。保田さん。

保田氏：

今のブランド化、自分たちも菜の花米をチャレンジ始めました。これも製品化するまで、かなり年

数かかろう思うんです。結局、製品化するときに、農業試験場なんかのほうでお手伝いしてもろうた

ら早いことになるだろうな、と思う。それと、商品化していくのは、これは民間ベースでやるべきだ

と思うんです。いつまでもここは行政に頼ることはできん。それと実証実験していくためには、やっ

ぱりお金が欲しいんよのう。言うちゃあいけんのだけど、言わなあやれん。そこらにも温かい目を向

けてもらえんだろうか、と思います。

それと今、藤本さんから地域リーダーのお話があったが、ここはですね、目に見えんお金。私も６

年間やってきて、今３人の若者を養成しておりますが、大変にお金がかかります。ここだけは、大学

行かす以上にお金がかかっとるのが現実です。これはっきり申し上げておきます。

それと商品化して、これは民間ベースで、あらゆる地域、地域もありますし、農産物、今の小泉総

理が言われていますように、もう日本の人口は減っていきます。岸田さんがおっしゃったように、８

５億、９０億の人口。そのためにも農業もグローバル化、世界に目を向けないけんと思うんです。そ

ういうマーケティング調査、これを一緒に行動とってもらえれば助かるがな、と思うんです。私も実

際にジェトロさんとの行動、去年スイス、フランス、イタリアに行かせてもろうたけれど、ジェトロ

さんとの取組も大事だと思う。そこらを一緒に取り組むように指導してもらいたいな、と思います。

今から勉強しておかにゃ間に合わんようになると思います。夢を農家に持っていかないけんと思うん

です 、農家にね 。資源環境保全というものがどうしても必要だということを、一人ずつ理解しても、 、

らって、それで生産意欲をわかすように、地域、地域で育っていくことが大事ではないかな、と思い

ます。

岸田氏：

ありがとうございました。続いて吉田さんお願いします。

吉田氏：

さっきの、こんな風になるといいな、というところで少しお話ししたんですが、生産者、消費者、

地域の他産業がつながって、地域ブランドみたいなのができるといいな、そういう会ができるといい

なと言ったんですが、消費者の立場からすると、地域のブランドというと、高いんですよね、価格が

どうしても。どうしても思いを込めて、気持ちを込めて、心を込めて作った地域ブランドだから利用

したいんだけれども、普段日常的に使おうと思うと、ほかのものに比べると割高になってるな、と思
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います。なので、ブランドを作るときに行政が少し絡んで頂いて、なにか仕組みなり販路なり、そう

いったところで少し軽くして頂いて、利用しやすい地域ブランドができるといいな、と思います。

岸田氏：

。 。 、 、ありがとうございました これまでご意見を伺って参りました ここで 会場の皆様方からご意見

あるいは今日会場に来ていらっしゃる方で、ぜひこういった政策を提案したいということがありまし

たら、遠慮なくお願いしたいと思います。一つお願いがありますが、行政の方はここでご発言頂いて

も、それが勤務評定、成績評価には一切影響はありませんので、遠慮なく言って頂ければ非常にあり

がたいと思います。皆さんいかがですか。

女性：

環境保全に関して、全国健康学会などでは皆マイ箸を持っていきます。そういうことが基本となっ

ています。ウォーキングの時など自分で袋を作ってマイ箸を持っていく。環境保全にもつながる。皆

さんに普及できたらいいな、と思います。

岸田氏：

ありがとうございました。ほかにございませんか。

鮫島局長：

箸の話が出たので。私が提唱しているわけではないんですけれども、私が 何年、非常に環境に熱10

心な作家の方とおつきあいしているんですが、その方は逆に、割り箸はどんどん使えと言っておられ

10るんですね 割り箸を使うことによって 少しでも林業が活気づいて日本の山が守れるということを。 、 、

何年おっしゃられているわけでして。富山和子さんとおっしゃるんですが、本も沢山書いておられる

んですが、一番有名な本は「水と緑と土」という本がありますけれども、割り箸は決して山の木を切

って作っているわけじゃなくて、柱を作るときの端、副産物で作っているんで、それが少しでも日本

の林業の収入につながる、日本の山が守られるということで、非常に逆説的なんですけれども、まさ

にそれも本当なんだなと、自分自身が体験していないので、どっちが本当なのか分からないんですけ

れども、その先生はずっとそのことをおっしゃってまして、もし本当にそうであれば、日本の林業、

日本の山を守る為に割り箸を使うことがいいということであれば、そういう考え方もあるなと。それ

ぞれご提案がありましたけれども、是非ですね、ほかの考え方もありますので、ちょっと日本の林業

とかその辺についてもつっこんで頂いて、さらに勉強していただきたいなと。私も勉強しますけれど

も。マイ箸のお話しが出ましたので、ちょっとコメントさせて頂きました。

岸田氏：

どうもありがとうございました。これはですね、鮫島局長が言われたように、日本の林業で、日本

の材を使って柱を作ったあとの廃材を利用しての割り箸づくりです。一方で、大企業が海外、中国な

んかで安い木材を利用し割り箸を作って輸入しています。中国は乱伐によって、今輸出を禁止してい

る。日本の環境保全のことを考えると、先程ご紹介のあった富山和子さんの意見を勉強するし、一方
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ではマイ箸、一方では国産割り箸を週に２、３回割り箸を使うという選択肢もあります。

すいません、ほかにございませんでしょうか。

男性：

生協に携わっているものですが、藤本さんにちょっとお尋ねしたいんですが、今日のパネラーの方

々、それぞれ環境保全の立場から農業をどう発展させていくかというお話を技術者、研究者、あるい

は実践をされている方の立場からお話を伺えたんですが、先程、全体として昔に戻るということでは

なくて、今日の、あるいはこれからの技術をどう駆使して、環境に優しい農業といいますか、そうい

、 、うことをどう構築していくか ということが一つのポイントになっているんではないかと思いますが

そういう意味で、新しい技術を活かして 、地域密着型の農業を作っていくということについて大変共、

感を致します。ただ一方で、ＮＨＫだったかどうかはっきりしないんですが、農産物の工業化といい

ますか、野菜を大量に、一気に作って、しかもそれが年中絶えないような形で、従って価格も平均的

にできるというようなことが、赤外線などを駆使して作られている 、そういう報道がありまして、こ、

れは環境との関係でみたときに、どういう風にこれを見ていったらいいのだろうか、そのことが必ず

しも全てだめということではなくて。例えばホテルですとか、消費者の中にも、そういうことで作ら

れる製品が安定的に供給されればそれでいいというように、一つのニーズと申しますか、あるわけで

して、それが全てだめということではないと、私自身も思うんですが、そうしたことと、今日、提案

会でありますような中身がどういう風に結びついていったらいいのか、あるいはこれをどういう風に

考えていったらいいのか、というあたりを、藤本さんといいますか、何かお考えがあれば参考にさせ

て頂きたいな、と思います。

藤本課長：

今、ご質問になられたこと、農林水産省の環境政策課長として答えろと言われると非常につらいの

で、実は環境政策課長をする前に、環境保全型農業対策室長をやっておったことがございますので、

環境保全型農業の仕事をさせていただいていたところであります。そのときの経験を踏まえて、私見

でございますけれども、少しお答えをさせて頂ければという風に思います。

環境保全型農業の仕事をやっているときに、一番感じたのは、やっぱりみなさん消費者の需要に応

じたものを作っていきたい、そして高く売りたいとか、そういう考え方がいっぱいあって、その中の

一つとして、環境保全型農業という消費者のニーズもあるわけだし、それから今おっしゃられたよう

な、平均的に、いつも定時、定量のものを使いたいという、そういうニーズもある。それぞれに応じ

た形でいろいろとやっている、ということなんだろうと思いますけれども。実は一番感じたのは、皆

さん、消費者のことを、消費者のことをと、特に最近では農林省がよく言うんです。消費者のことを

、 、 、 、考えて物を作っても余るばっかりだぞと そんなこと出来ないぞ とおっしゃるんですけれど 私は

あまりにもわがままな消費者に迎合しすぎた農業になっているんではないだろうか、ということは考

える必要があるのではないかと、逆説的な意味で申し上げたいと思っています。消費者というのは、

例えば、アンケートをとって、農薬を使っていない農業にいくら出しますか、いくら高くても買いま

すか、とアンケートをするんですね。そうすると必ず２割高くても買います、という結果が出ます。

どこでどんなアンケートをやっても必ず出るんです。２割ぐらい高くても買います。皆さん必ずそう
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答える。でも実際の消費行動はそうなってない。そうするとうまく本当に消費者のニーズがとらまえ

られてないということなのかもしれない。それから、本当に消費者は毎日毎日冬の寒いのにキュウリ

を食べることを欲しているんでしょうか、ということも作られた需要なんじゃないですか、というよ

うなことも考えてみる必要があるんではないですか、という気がします。もはやそういう口になって

しまったのかもしれませんけど、真冬にレタスの入ったハンバーガーを食べなければならないと思っ

てる人が、ホントに食べなきゃいけないと思っている人がどれぐらいいるのかというのは、私はよく

。 。 、 、分からない でもそれはそういう需要にもうなってしまった それって どっちがいいのか悪いのか

私、個人的に言うつもりはないですけれども、私の生活の中でどう考えるのかということを考えたと

きには、何といいますか、今はやりの言葉ではないですが、いわゆるスローフードとか、時に応じた

ものをちゃんと食べていけるような生活をしたいな、という風に思っています。職業柄かもしれませ

ん。

先程、野菜工場の話しがございましたけれども、原油の値段とか、近い将来の食糧不足とか、日本

の自給率とか考えると、とてもそれが永続的に続くと私は思えないんですね。私が生きてる限りにお

いてはそういうものは、毎日キュウリを食べれるかと思いますが、子供はどうか分かりませんが、孫

ぐらいになるとたぶん本当に石油がなくなっているんじゃないかという感じがします。石油の替わり

に天然ガスがあります、石炭もありますから、エネルギーが足りない、多分なってはいないと思いま

すが、あんまり悲観的には考えないようにしておりますけれども、本当に毎日毎日キュウリを食べる

必要があるのかなとか、そういうことは少し私は考えながら、職業柄仕事をさせて頂いていると。全

く答えになってないかもしれませんけれども、ちょっと私見としてそういう風なことも考えながら、

また、生産者の側の方々も必ず消費者になるわけです。そのときに自分はどのくらいわがままな消費

者なのかということは、常に頭の中において頂けると大変ありがたいな、と。生活協同組合のように

いつも消費者の方々とつきあっている方々にも、消費者の言っていることには見栄とわがままがある

んだということをご理解頂きたいな、と思います。

岸田氏：

ありがとうございました。時間は１０分ほど経過しておりますが、まだ会場から意見等がありまし

たらいかがでしょうか。そうしましたら最後の締めくくりとして、それでは局長のほうからお願いし

ます。

鮫島局長：

一経験者として言いますけれども、ブランド化の話しと交流の話しがありましたので、これをまと

めてちょっと、一つ見聞きしたことがありまして、これは山口県の阿武町というところの埋もれ木の

里というそれこそ環境保全型の稲作をやっているところがあります。そこは自分の地域のブランドの

お米の袋に、農協を通して販売しているんですが、そこにシールが貼ってある。シールを５枚はがき

に貼って送り返すと収穫祭に呼んでもらえると。そのことで、環境保全型のお米がブランド化してい

くのと同時にですね、５枚貼った消費者は、ただで収穫祭でおいしいものを食べたり、いろんなアト

ラクションに参加できるということで、非常にうまいブランド化と交流をやっているという事例があ

りますので、それは参考になるのかなと思います。
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、 、 、 、それからもう一つブランド化で 今 農林水産省が支援 支援しているわけでもないですけれども

非常に厳しいＪＡＳ有機、あと特別栽培というのがあるんですけれども、私も一消費者として有機栽

培の野菜が欲しくて、車がないので１時間離れたスーパーまで行って買っておりますけれども、そこ

になぜ１時間かけて、と。そこしか売ってないんですね。ですからきわめて有機栽培の野菜というの

は一般的じゃなくて、ほとんど無いわけです。あと、有機栽培以外で、特別栽培というのがスーパー

に売っているかというと売っていないわけでして。かなり頑張って環境に優しい農業をやっている野

菜も、そうじゃないものも、あとは全部十把一絡げということで差別できないわけです。ですからも

う少しブランド化っていう意味で、環境に優しい農業のブランド化というのを、特別栽培みたいなそ

、 、 、んなセンスのない表現ではなくて でたらめじゃもちろんだめなんですけれどもですね 何かわかる

環境省にはエコマークというのがあって、これは環境に優しいんだという、エコファーマーというの

もありますが、これまたよく分からない制度ですが、何かそういうものがあれば、それは国がやるん

じゃなくて県がやってもいいんですが、一消費者としてはいつもそういうことを思っています。これ

は藤本課長に一消費者としての提案をさせて頂きました。

岸田氏：

どうもありがとうございました。今局長さんから提案があったのは、私、非常に必要なことだなと

思っています。生産者がいくら環境保全型農業に取り組んでいますと言って、ただ農産物を消費者に

届けるだけでは、思いが伝わりません。やはり消費者を引きつけるためにも、環境保全型農業を支え

ている消費者に対しても、生産者は栽培で環境に負荷をかけない農業をしている、あるいは、命を育

てていると言った、そういう積極的な宣伝の姿勢が必要だと思っています。ただ生産しているだけで

は通用しない世の中だな、と思います。

それでは時間も来ています。最後に今後の皆様方の、これからも環境保全型農業活動、取組、ある

いは支援、あるいはそれに関連したご研究を継続されていくわけですけれども、今後に対する熱き思

いを語って頂ければと思います。よろしくお願いします。

窪内さんいかがでしょうか。

窪内氏：

今後の方向性ということですが、今現在確かに方向性はなかなか見えてこないのが現状です。しか

しそこで待っていてはなりません。やはり日本で、先程も話しの中にでましたが、昔の農業に戻る、

。 。 、これがやっぱり原点です 昔の人というのは農薬を使っていなかった時代があったわけです しかし

それに対して今の環境では昔はいなかった虫もいます。そこに負けずに、ぜひとも行政、官民一体と

なって、こういう環境保全型農業を一部の地域じゃなくて、全国まではいかなくても、この中国四国

は完全なる環境保全の農業に進んでいるんだというようなことを、自分が犠牲になってでも、ぜひ、

そういう方向性のある会にも出て、頻繁にアピールしていきたいと思います。簡単ですけれど。

岸田氏：

どうもありがとうございました。続きまして若村さんお願いします。
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若村氏：

私は伝統的なアイデアを、新しい時代に活かす、ということを考えているんです。現在、大学の工

学部で教わる内容は、１５０年前に取り入れ始めた西洋技術の考え方だけなんですね。別の考え方を

せよと言われても、ほとんどの学生は思い浮かばないと思います。そういった意味で、日本も西洋化

を始めて１５０年経ったわけですから、日本独自の考え方を併せて教えることによって、新しいアイ

デア、２１世紀に活きるアイデアを出せるような教育、特に理工系の教育ができるのではないかなと

思っています。今日提案させて頂いたものを一つの証にしたいな、と。それで、大学の中に少しは伝

統的なものを教えるような講座、あるいは授業が設けられ、風土を活かしたアイデアの出る場が作ら

れれば良いのではないかなと思っています。

岸田氏：

ありがとうございました。続いて奥森さんお願いします。

奥森氏：

私は皆さんにはほど遠い山陰側のほうで、とにかく前段で言いましたように、鳥取県、島根県は農

業、漁業、観光と、これで生きる道しかないんだ、とそういう具合に、私、痛切に考えております。

ですから我々とすれば資源があるわけですから。資源がないわけじゃない。だからこの資源をどうし

て構築していくか。

よくブランド化と今言われてましたが、地域のブランド化は必然的に進んでいくんだと思います。

地元の人がこれは食べて健康にいいよ、ということをやっていけば、それは全国に広がっていくんだ

。 。 、という風に考えております いい例が鬼太郎です 鬼太郎というのはただ単に妖怪だといったものが

年間１００万人が来るんですよね。それなりにお金を使ってくれるんです。地域の方々が、これはう

ちでとれた米だ、海藻米だよ、何とか米だ、何とかでこれは作ったんだよ、というものをどんどん口

コミの中でつくっていく。私はそれが一番大事だと思います。

ＮＰＯもそういう気持ちで中海、宍道湖の浄化に全精力をつぎ込みます。４０年、５０年かかるか

もしれませんけれども、まあ、私の２代目の未来守りの理事長がでることを楽しみにしています。以

上でございます。

岸田氏：

ありがとうございました。続いて保田さんお願いします。

保田氏：

私は、菜の花のエコプロジェクト、大朝で、民間で本当初めてやったんです。今、藤本さんがおっ

しゃいましたように、石油の枯渇化、今の石油を天ぷら油で代替できるんです。そこをやりながら、

子や孫達にいくらかでもいい、残してやることが大事だろうと思うんです。ぜひとも菜の花プロジェ

クト、今、全国で広がっていますけれども、各地域で、地域分散型で広がることを願っております。

大規模でやるばっかりが能じゃない。地域分散型でやっていくことが、孫子ひ孫、その時代、子供達
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が安心して暮らせるような社会にしていかないけんのじゃなかろうか、と思います。どうか一つ、菜

の花エコプロジェクト、全国で展開していますが、皆さん温かい目で育ててやってください。お願い

します。

岸田氏：

ありがとうございました。続いて吉田さんお願いします。

吉田氏：

わがままな消費者であるかもしれないんですけれども、それは、わがままな消費者の理由の一つと

しては、いろんなことをきちんと知らない、知らされていない、知ろうとしていない、という部分で

あると思うんですね。そういった部分も含めて、いま変わらないといけないと思っている消費者も沢

山いることは事実なので、そのあたりは理解して頂きたいなという風に思っています。そこはちょっ

と言わせて頂きたいなと思いますけれども。

そういった中で、いろんな運動や取組をしていきますので、楽しく取り組むこと、それから押しつ

けない、自分発であること、自主的にやっていただけること、それからいろんなところの距離を縮め

ること。これは生産者や消費者、行政もそうですけれども、消費者同士の距離も縮めていかないとい

けないな、という風に、今日参加させて頂いて思いました。

理解し合うこと、そして、変わることを大切に、これからも頑張っていきたいと思います。もっと

もっと勉強していきたいと思いました。

岸田氏：

ありがとうございました。予定外ですが、政策担当の藤本課長さん、竹田さんからもコメントを頂

ければと思います。

藤本課長：

私は、Ｓ５４年に入省致しまして、それ以来ずっと農林水産省のほうで。その間、土壌保全班とい

うところに関わり合いまして土づくりを担当して、その後、東北へ行ったりしておりますけれども、

もともとそういう資源のところから始まりました。いつの間にか環境保全型農業、そして今環境政策

課と、ずっと 年来同じことをやらせて頂いた。役人としては極めて珍しい経歴を頂いております。20

そういう意味では農林水産省の中で、いわゆる環境政策ということについて、自分で言うのもなんで

すけれども、かなり思っているつもりでございます。私達が今やっていることに悩みがあることも事

実です。こうして皆さんのご意見を聞きながら、自分たちがこれから何をやっていけばいいのかとい

うことを模索しているということも事実でございます。そういう意味で、先程ちょっと石油の話しを

致しましたけれども、社会的な状況というものがかなり変わってきているということも事実だと思い

、 、 、 、 、ますので こういった中で 我々に何ができるのか ということをもう一度 構築させて頂きたいな

と。これは非常に抽象的な言い方ですが、そういうことを思ったということを報告させて頂きたいな

と思います。
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岸田氏：

ありがとうございました。それでは竹田さん。

竹田室長：

先程も申し上げましたけれども、環境というのは実は公、パブリックの部分ですが、官と民がそれ

ぞれやりたいこと、やるべきことをしていくと言いましょうか、共同してやっていける部分だと思い

ます。そういう意味で、皆様の一層のご活躍をご期待させて頂きたいと思います。

あと思いましたのは、相手は自分のことを分かってくれているだろう、分かってくれているはずだ

ろうと、いうのは日本人の非常に奥ゆかしい文化だとは思いますけれども、そうでなくて、伝える、

こう思っている、こうしたいんだということをきちんと伝えていく。生産者が消費者に言う、消費者

が生産者に言うとか、消費者が行政に言うとか、行政も消費者や生産者に言うとかですね、そういう

ことをきちんとしていくことで、かなり動くはずのものも沢山あるだろうと 。ブランド化の話しもま。

さにそうですけれども、作れば分かってくれるだろうというのはどうも違ってた、というのはよく分

かってきた話でありますので、ブランド化に限らず、思っていることを相手に伝える、伝わるように

するということは、非常に大事なんだろう、環境の分野は特に大事なのかな、と今日皆さんのお話を

お聞きしていて感じました。どうもありがとうございました。

岸田氏：

ありがとうございました。最後にまとめるというわけでもありませんが、折角こういう機会ができ

たわけです。今日皆さんのご意見で明らかなように、農林水産環境政策を考えていく上で官と民の対

立の壁は取り除かれ、むしろ行政担当者、生産者、消費者それぞれの役割を分担しながら日本に環境

保全型農業を定着させたいとする強い姿勢を感じます。

そこで私一つお願いしたいことがあります。よく行政の皆さんは、財政的支援ができなく申し訳な

いとおっしゃることがあります。しかし、支援はカネだけではありません。人づくりについても行政

の皆さんの役割は非常に大きいと思っています。今回のシンポジウムで、どうも経済的な支援期間が

短くて、という話しがありました。目線を変えるとその短期間の内に、環境保全に対しての人づくり

も可能だと思いますし、なにも生産者だけでなく、生活者全て同じであると考えています。

それから生産者の皆さんにお願いしたいことがあります。不特定多数の消費者を相手にするのでな

く、消費者を選択してまず情報をしっかり公開し、作物と言う命を育てながらそれらを届け、同時に

地域農業を確固たるものにして下さい。将来不測の事態が起きた場合、その取り組み姿勢と結果が地

域を支え、あるいは地域の食と農を支える原点になると思います。

それから消費者の皆さんにお願いしたいことがあります。環境保全型農業、あるいは有機農業で作

られた生産物を安心・安全の為に買うのではなく、自分たちの暮らしを支える環境、空気、水、そう

いったものも同時に生産している農業を支援するんだ、そういった意識を持った購買行動を私は選択

して欲しいと思っています。農水省の環境保全型農業に決してクレームをつけるわけでもないんです

けれども、環境保全型農業の先に見えるのは農業保全型社会です。農業が我々国民の生活にとってか

けがえのない大切なものなんだよ、というそこに行き着くのではないかと私は思います。日本のこれ

までの歴史というのは農業保全型社会が形成されてきたからこそ、社会が維持され、繁栄してきまし
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。 、 、 。 、た ある企業家が今裁判闘争中ですけれども 心を金で買えると 馬鹿な発言をしていました もし

本当に農業保全型社会が機能していれば、そういった発言はでなかったと思っています。

最後のお願いです。シンポジウムで行政担当者、消費者、生産者の皆さんから、わがままという言

葉が出てきました。それぞれの立場からみたわがままの意味があります。しかし、単純に考えて見ま

しょう。例えば、我々が暮らしに主体性を持てば、年間を通じてキュウリやトマトやレタス、そうい

ったものを要求しなくなるし、季節はずれの野菜も栽培されることなく、それらの流通もなくなると

思います。

農水省が今取り組んでいる環境保全型農業の政策提言というのはまさに私たちの暮らしそのものを

変える取組になっていくと考えています。生産者、消費者、行政担当者の方もいますが、どうか皆さ

、 、 。ん それぞれの役割で 環境保全型農業の定着に向かって緩やかに具体的に取り組んで行きましょう

、 。最後に今日パネラーとして遠いところ来て頂いた皆様方に 会場から盛大な拍手をお願い致します

どうもありがとうございました。

閉 会


